
大分市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第１２項

に規定する当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人からの申出（以下「指定の申

出」という。）の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において「指定特定非営利活動法人」とは、指定（特定非営利活動促

進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人（以下「特

定非営利活動法人」という。）を、地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄

附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。）

を受けた特定非営利活動法人をいう。 

（対象となる特定非営利活動法人） 

第３条 指定の申出をすることができる特定非営利活動法人（以下「対象特定非営利活

動法人」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に主たる事務所又は事業所を有する特定非営利活動法人であること。 

(2) 地方税法第３７条の２第１項第４号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人として、大分県税条例（昭和２５年大分県条例第４５号）で定められてい

るものであること。 

（指定を受けるための手続） 

第４条 指定の申出を行おうとする特定非営利活動法人は、次に掲げる書類を市長に提

出するものとする。 

(1) 指定特定非営利活動法人指定申出書（様式第１号） 

(2) 設立認証を行う所轄庁が発行した設立認可証書の写し 



(3) 大分県知事から通知された指定特定非営利活動法人の指定の書面の写し 

(4) 定款の写し 

(5) 事業報告書（直近のものに限る。）  

(6) 活動計算書（直近のものに限る。） 

(7) 寄附金充当予定事業一覧（様式第２号） 

２ 設立認証を受けた後、最初の事業報告期限が未到来のため当該設立認証を行う所轄

庁に事業報告を行っていない特定非営利活動法人については、前項第５号及び第６号

に定める書類に代えて次に掲げる書類を市長に提出するものとする。この場合におい

て、当該特定非営利活動法人の事業年度が終了したことにより当該事業報告を行った

ときは、速やかに同項第５号及び６号の書類を提出するものとする。 

(1) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

(2) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書  

３ 市長が特に認める場合は、前２項に定める書類を省略することができる。 

４ 第１項及び前項の規定は、次条に規定する指定特定非営利活動法人に係る指定の期

間が満了した後において、引き続き指定の申出を行おうとする場合について準用す

る。この場合において、前項中「前２項」とあるのは「第１項」と読み替えるもの

とする。 

（特定非営利活動法人の指定） 

第５条 指定の申出を行った特定非営利活動法人は、地方税法第３１４条の７第１項第

４号に掲げる寄附金に係る条例の規定が施行した時に指定特定非営利活動法人とな

る。 

（指定の通知等） 

第６条 市長は、指定をしたときはその旨を、指定をしなかったときはその旨及びその



理由を指定の申出を行った特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知し

なければならない。 

２ 市長は、指定をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及

び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。 

(1) 名称 

(2) 代表者の氏名 

(3) 主たる事務所の所在地 

(4) 指定の効力を生じた年月日 

(5) 指定特定非営利活動法人指定申出書（様式第１号）に記載した事業の概要 

(6) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控

除の対象となる期間 

（事業の概要の変更の届出等） 

第７条 指定特定非営利活動法人は、事業の概要に変更があったときは、遅滞なく、指

定に係る事業の概要の変更届出書（様式第３号）に当該変更事項の内容を説明する書

類を添付して、その旨を届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、

当該指定特定非営利活動法人が第３条各号に掲げる要件に適合するかを確認しなけ

ればならない。 

３ 市長は、特定非営利活動促進法第２５条第３項の認証の申請により前条第２項第１

号に掲げる事項の変更が行われたとき、又は同項第３号に掲げる事項の変更について

同法第２５条第６項の規定による届出があったときは、指定に係る特定非営利活動法

人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。 

４ 市長は、前条第２項第１号、第３号又は第５号に掲げる事項に変更があったときは、



インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。 

（指定の取消し等） 

第８条 指定特定非営利活動法人は、第３条第１号又は第２号に該当しなくなったとき、

指定を辞退しようとするとき、又は解散等の理由により指定の取消しを受けようとす

るときは、指定特定非営利活動法人の辞退・解散等申出書（様式第４号）を市長に提

出しなければならない。この場合において、市長は、指定特定非営利活動法人の指定

取消手続（第５条の規定により条例で定めた事項を削り、又は廃止することを目的と

した条例を制定するための手続をいう。以下同じ。）を行うものとする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、前項の規定によ

る届出がないときにおいても、指定特定非営利活動法人の指定の取消手続を行うもの

とする。 

(1) 第３条第１号又は第２号に該当しないと認められるとき。 

(2) 特定非営利活動法人として設立認証を受けた所轄庁が、当該設立認証を取り消

したとき。 

(3) 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等があると認められるとき。 

（必要書類の提出） 

第９条 市長は、指定特定非営利活動法人の指定の継続について必要があると認めると

きは、当該指定特定非営利活動法人に対して必要な書類の提出を求めることができる。 

附 則 

１ この要領は、平成２４年１０月１８日から施行する。 

２ 当分の間、指定特定非営利活動法人は、第４条第１項第６号の規定にかかわらず、

同号の活動計算書に代えて、収支計算書を添付することができる。 

３ 当分の間、指定特定非営利活動法人は、第４条第２項第２号の規定にかかわらず、



同号の活動予算書に代えて、収支予算書を添付することができる。 

附 則 

この要領は、平成２８年１１月２９日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年７月６日から施行する。  


